
愛媛県の都市計画の概要１

○都市計画区域

[マスタープランに定める内容]
①都市計画の目標

②区域区分（線引き）の決定の有無
②及び区域区分を定める際の方針

③土地利用に関する主要な都市計
②画の決定方針

④都市施設の整備に関する主要な
②都市計画の決定方針

⑤市街地開発事業等に関する主要
⑤な都市計画の決定方針

⑥自然的環境の整備又は保全に関
⑤する都市計画の決定方針

⑦災害に強いまちづくりのための都
⑤市計画の決定方針

市街化調整区域

市街化区域

線引き
区域区分の有無

自然的環境に

土地利用に

都市計画の目標

市街地開発事業等に
災害に強いまちづくりの 都市施設に関する決定方針

[都市計画区域マスタープランのイメージ]

線引き都市計画区域

非線引き都市計画区域

広見都市計画区域

内子都市計画区域

大洲都市計画区域

八幡浜都市計画区域

松山広域
都市計画区域

菊間
都市計画区域

今治広域
都市計画区域

久万都市計画区域

西条都市計画区域

新居浜都市計画区域

四国中央
都市計画区域

愛南都市計画区域

宇和島都市計画区域

西予都市計画区域

○都市計画区域マスタープラン(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)

[都市計画決定の手続き][愛媛県の都市計画区域](R5.4.1)

素案の作成

告示及び縦覧

※1規模や内容により協議等を要しない場合もある。
※1市町決定の場合は協議の相手は県
※2市町決定の場合は市町の都市計画審議会

この他に、市町マスタープラン （市町の都市計
画に関する基本的な方針）があります。これは、
住民に最も近い立場にある市町が、住民の意
見を踏まえ、まちづくりの具体性のある将来ビ
ジョンを確立し、地区別の市街地像や整備方針
等を決め細かくかつ総合的に定めるものです。

住民説明会及び公聴会

原案の作成

公告及び案の縦覧

国との協議※1

愛媛県都市計画審議会※2

国土交通大臣の同意※1

都市計画の決定

○11市6町で14区域を指定
○区域内面積 約13万ha
○(県土面積の23%)
○区域内人口 約116万人
○(県人口の89%)

都市計画を定める区域を都市計画区域といい、土地利用、地形、通勤、通学及び交通施設など
自然的･社会的・経済的条件を考慮して、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要
がある区域を都市計画区域として指定しています。

長期的視点(概ね２０年後)に立った、将来の｢まちづくりの方針｣を示したものです。
都市計画区域全体を対象として、区域区分をはじめとした都市計画の基本的な方針を定めています。

平成１６年度に全区域の都市計画区域マスタープランを策定しまし
た。その後、人口減少・少子高齢化や大規模災害への備えなどの
社会変化に対応するため、都市計画区域マスタープランに「災害に
強いコンパクトなまちづくり」を位置付ける変更を行いました。

ための決定方針

関する決定方針

関する決定方針

関する決定方針

線引き都市計画区域

非線引き都市計画区域

広見都市計画区域

内子都市計画区域

大洲都市計画区域

八幡浜都市計画区域

松山広域
都市計画区域

菊間
都市計画区域

今治広域
都市計画区域

久万都市計画区域

西条都市計画区域

新居浜都市計画区域

四国中央
都市計画区域

愛南都市計画区域

宇和島都市計画区域

西予都市計画区域

※線引き
※都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに
※区分すること。区域区分の俗称。

線引き都市計画区域

非線引き都市計画区域

[県の取組み状況]
※

※四捨五入により数値が一致しないことがあります。



○立地適正化計画
市街地内の空洞化防止を目的として、医療、福祉、商業等の都市機能を誘導･集約する都市機能誘
導区域や居住を誘導する居住誘導区域を設定する他、誘導施策や目標などを示し、コンパクトシ
ティ形成に向けた取組みを推進しようとする計画で、市町マスタープランの高度化版です。

愛媛県の都市計画の概要２

○都市計画施設
道路、公園、下水道など機能的な都市生活や良好な都市環境を維持するために必要な公共施設とし
て、都市計画決定されたものです。

[立地適正化計画作成状況](R5.7.31)
全国

県内の作成率が全国平均を大きく上回っている

※都市計画施設の区域内で、建築物を建築しようとする場合、都市計画法の規定に基づき、許可を受けなければな
※りません。許可基準は、２階以下で地階を有しない木造等の建築物となります。

県

[立地適正化計画のイメージ]

居住誘導区域

市街化区域
(用途地域)

都市計画区域

都市機能
誘導区域

[愛媛県内の取組み状況](R5.7.31)

出典：国土交通省｢立地適正化計画作成の手引き｣

(9市1町)
作成･公表済

[愛媛県内の都市計画施設の状況]

作成･公表済

(527都市)未作成

(824都市)
未作成

(2市5町)

[愛媛県内の都市計画施設の整備状況(R5.3.31)]
箇所

61%

39%

41%

59%

当初公表 最終変更

1 松山市 H29.3.31 R3.9.24

2 宇和島市 H29.3.24 R3.9.27

3 八幡浜市 H29.3.31 R3.8.2

4 新居浜市 H31.4.1

5 西条市 H29.4.14

6 伊予市 H29.3.31 H31.1.1

7 四国中央市 H29.3.31 R5.4.10

8 西予市 H30.3.30 R2.9.4

9 大洲市 R2.10.1

10 久万高原町 R4.4.1

市町名
立地適正化計画の作成状況
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

道路

改良済延長 未改良延長

483.75㎞ 213.30㎞

単

位 計画 供用 整備率

1  道路 km 697.1 483.7 69.4% 325路線

2  交通広場 m2 81,570 69,520 85.2% 20箇所

3  都市高速鉄道 m 19,010 17,130 90.1% 2箇所

4  駐車場 ha 2.41 2.37 98.3% 10箇所

5  自転車駐車場 ha 0.16 0.16 100.0% 1箇所

6  公園 ha 2,220.8 1,253.2 56.4% 304箇所

7  緑地 ha 1,543.5 121.5 7.9% 21箇所

8  広場 ha 0.2 0.2 100.0% 2箇所

9  墓園 ha 56.5 29.5 52.3% 7箇所

10  公共下水道 ha 18,922.0 17,413.3 92.0% 23箇所

11  ごみ焼却場 m2 428,900 386,000 90.0% 13施設

12  ごみ処理場 ha 1.3 1.3 98.5% 2施設

13  汚物処理場 m2 202,000 183,512 90.8% 13施設

14  市場 m2 150,800 144,800 96.0% 4施設

15  火葬場 m2 176,500 176,500 100.0% 11施設

16  河川 km 23.3 23.0 98.7% 3箇所

17  教育文化施設 m2 80,000 80,000 100.0% 2箇所

18  社会福祉施設・医療施設 m2 65,100 65,100 100.0% 3箇所

19  一団地の住宅施設 ha 2.0 2.0 100.0% 1箇所

20  一団地の官公庁施設 ha 6.4 6.4 100.0% 1箇所

21  防火水槽 m2 620 620 100.0% 64箇所

施設名
面積、延長等

計画
箇所数

R5.3.31



下水道事業 えひめの都市計画
都市計画施設の整備１ 街路事業(都市計画道路)

街路
円滑な都市活動と安全・快適な都市生活の実現など、都市の基盤としてまちづくりの方向性を決める重要な
役割を担っています。

都市計画道路花園町線(松山市花園町)の整備(事業主体：松山市)

写真提供:松山市

道路横断面(W=40m)

道路横断面(W=40m)

歩道 副道 副道車道 路面電車 車道 歩道

自転車道
歩道 車道 路面電車 車道 自転車道

歩道

10.8m 2.2m 4.0m 6.0m 4.0m 10.8m2.2m

6.0m7.0m 7.0m6.0m 6.0m4.0m 4.0m

資料提供:松山市

2,955

5,512

0

2,000

4,000

6,000

整備前（H20）整備後（H29）
○賑わいや地域交流の場の創出
○歩行者通行量が２倍に増加
○歩行者、自転車の安全性向上【歩行者通行量の推移】

約２倍

（人/12h）

［整備効果事例］
都市計画道路 花園町線(松山市花園町)の整備(事業主体：松山市)

［街路の整備事例］

整備前

整備後

写真提供:松山市

道路空間の再配分、電線類地中化 など

※市街化区域又は用途地域設定区域内の改良率

資料提供:松山市
写真提供:松山市

写真提供:松山市



四国中央市

64.1％

西条市

61.5％

新居浜市

64.6％今治市

66.1％

上島町

76.3％

久万高原町

39.7％

松山市

65.8％

東温市

72.2％
砥部町

35.2％

伊予市

52.6％

松前町

35.0％

内子町

31.5％伊方町

42.5%

八幡浜市

75.7％

大洲市

20.6％

西予市

30.3％

宇和島市

22.7％

60～79％ 8
40～59％ 2
20～39％ 7
 0～19％ 0 供用済市町数 17

3
20

令和４年度末
下水道普及率

公共下水道未着手箇所
　　全県下水道普及率　57.3％　合計
　　（全県汚水処理普及率　83.0％）

下水道事業 えひめの都市計画
都市計画施設の整備２ 下水道事業

［下水道の整備状況］

［下水道事業の整備事例］

［市町別下水道処理人口普及率］

下水道
下水道は、家庭や工場からの汚水を処理することにより、都市の環境を改善するだけでなく、河川や海域等
の公共用水域の水質を保全し、雨水による浸水を防止する役割をもった都市に欠かせない施設です。下水
道には、公共下水道、流域下水道、都市下水路の３種類があり、原則として都市計画で定めることになって
います。

下水道整備は全国平均から約20年の遅れ

［浸水対策整備効果事例］
（事業主体：松山市）

令和４年４月１日 本格運用開始

「地方創生汚水処理施設整備推進交付金」活用

より効率的かつ有効な汚水処理を図るため
し尿・浄化槽汚泥処理施設（新居浜市衛生センター）を閉鎖
新居浜市下水浄化センターに受入施設を建設、共同処理を実施

［汚水処理施設共同化事例］
（事業主体：新居浜市）

雨水事業

汚水事業
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公園事業 えひめの都市計画
都市計画施設の整備３ 都市公園事業

[１人あたり都市公園面積の推移図]

都市公園
都市公園法に基づき、地方公共団体が設置する公園・緑地のことで、 その中でも都市計画法による
都市計画決定された都市公園を 「都市計画公園」 と呼びます。

都市計画区域内１人あたりの都市公園面積は全国平均を上回っているが､県内都市部の市町は低い

[市町別１人あたり都市公園面積] (令和３年度末)

公園施設長寿命化対策支援事業
公園利用者の安全・安心の確保や公園施設に係るトータルコストの低減を図るため、公園施設長

寿命化対策支援事業を活用し、適切な維持管理に取り組んでいます。

・ 道後公園(四ツ目垣）の更新
(事業主体：愛媛県)

・ 総合公園(園路）の更新
(事業主体：愛媛県)

都市公園等事業
安全で快適な緑豊かな都市環境の形成を推進し、豊かな県民生活の実現を図るため、都市公園

の整備に取り組んでいます。

・ とべ動物園（ベンチ）の整備
(事業主体：愛媛県)

愛媛県

全国 色
１人あたり
面積

市町数

20m2～ 7

15～20m2 0

10～15m2 6

5～10m2 2

0～5m2 2 ※都市計画区域を有する市町数１７

令和３年度末
都市計画区域内
１人あたり公園面積

（ｍ2/人）



連続立体交差事業 えひめの都市計画
都市計画施設の整備４ 連続立体交差事業(都市高速鉄道)

ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業
愛媛県では、ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業により、８箇所の踏切を除却し、交通渋滞、踏切事故及び市街地分断の解消
を図るとともに、松山駅西口南江戸線の街路整備や、松山市が実施する土地区画整理事業と連携して、駅周辺の一体的な
整備に取り組んでおり、県都の陸の玄関口にふさわしい魅力あるまちづくりを目指しています。

ＪＲ松山駅

電停

駐輪場

バス停

○踏切遮断による渋滞の解消
踏切通過交通量
車両:約3万台/日
自歩行者:約1.6万台･人/日

○踏切事故の解消
8件（H9以降）

○地域分断による一体的発展
の阻害の解消

整備後の効果

踏切遮断による交通渋滞 駅舎から離れた電停等

社会基盤が未整備な駅西地区 狭隘で混雑した駅前広場

現在のＪＲ松山駅周辺の課題

街路
（松山駅西口南江戸線）

西口駅前広場（新設）

東口駅前広場（バリアフリー化）

←至松山ＩＣ
至松山観光港→

松山総合公園

至高松→←至宇和島

松山環状線

路面電車延伸

ＪＲ松山駅

現在の路面電車

土地区画整理事業区域

完成後のＪＲ松山駅周辺のイメージ図

松山駅西南北線

至松山空港

※現松山駅にある車両基地・貨物駅を伊予市・松前町へ移転

事業箇所全体図

連続立体交差事業、土地区画整理事業、街路事業による一体的整備

連続立体交差事業による鉄道高架化

都市内交通の円滑化

南江戸町踏切

踏切除却 移動円滑化､安全性､利便性の向上交通機関の快適な利用東口駅前広場

松山駅西口南江戸線

○駅西側（空港・港）からの
アクセス向上

○西口駅前広場整備による交
通結節点の機能強化

○環境・景観に配慮した住環
境整備による集住促進

○駅西地区の活性化

駅西側地区の利便性向上 高架下利用 賑わいと活力あるまちづくりの推進

○高架下空間の有効活用（商
業施設、駐輪場等）による
交流人口の増加

○賑わいの場創出による民間
投資の誘発、回遊性の向上

○駅を中心とした活力あるま
ちづくりの推進

○駅のバリアフリー化、公共空間
の再配分に
よる移動

円滑化、
安全性、
利便性

の向上

南江戸町踏切除去



愛媛県の概要

愛媛県のすがた
愛媛県は、四国の北西に位置し、北側には瀬戸内海に面した平野が広がり、南側には西日本最

高峰の石鎚山(1,982m)がそびえています。瀬戸内海・宇和海には数多くの島々があり、海山両方の
美しい自然に恵まれています。
人口は令和5年4月1日時点で約130万人です。昭和30年の約154万人をピークに減少を続けてい

ましたが、昭和45年以降増加傾向に転じ、昭和60年には約153万人に達しました。その後、再び人口
は減少をはじめています。

愛媛県土木部道路都市局都市計画課・都市整備課
〒790-0001松山市一番町4丁目1-2 愛媛県自治会館5階

154万人 153万人

愛媛県内の都市計画区域と人口[R5.4.1]

130万人

面積 57万ha

人
口(

万
人)

世
帯
数(

千
世
帯)

※四捨五入により合計値が一致しないことがあります。

116万人(89％)

面積13万ha(23％)の都市計画区域に116万人(89％)が居住

都市計画区域

用途地域外

13万ha(23％)

14万人(11％)

面積2万ha(4％)の用途地域に84万人(65％)が居住

愛媛県
人口 130万人

面積 57万ha

2万ha
(4%)

84万人(65％)

市街化

8万ha
(14%)

3万ha
(5%)

19万人(14％) 13万人(10％)

※数値は各年の4月1日時点

都市計画区域外

44万ha
(77％)

人口130万人

用途
地域 調整区域

2023年度作成


